[bookmark: _Hlk164895266]■ 知的財産権

印刷技術が発達した時代、音楽でやっていこうと志を持っていた人がいた。その人は次々よい作品を世に送り出していったが、どんなにいい曲を作っても、印刷会社が楽譜を印刷してしまい、儲かるのは印刷会社で、作った本人はほとんど利益を得られなかった。　結局、その人は、まともに生活をすることができず、落ちぶれ果てて死んでしまった。　そういう事例があり、その時代は、著作権法の整備が強く言われるようになった。
ここでは、発明や創作など、人間の知的活動による成果がどのように保護され、活用されているか説明していく。
[bookmark: _Hlk164895359]
知的財産権

知的財産権の構成は下図のとおりである。
[image: ]著作隣接権で人格権が与えられているのは、実演家のみ

産業財産権

産業財産権は産業の発展を図ることを目的としていて、特許庁に申請して認められれば権利が発生する。（方式主義）　産業財産権には、下表の４つがある。出願からにすれば、出願から登録までに使われた分を請求できる


表１　産業財産権の概要
	名称
	内容
	保護期間

	特許権
	発明、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
	出願から２０年

	実用新案権
	考案、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るもの
	出願から１０年

	意匠権
	意匠、すなわち、物品（物品の部分を含む。）の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合（以下「形状等」という。）、建築物（建築物の部分を含む。)の形状等又は画像（機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。）であって視覚を通じて美感を起こさせるもの
	出願から２５年

	商標権
	商標、すなわち、「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するもの
	登録から１０年
（更新可）


参考：特許庁　産業財産権について
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai01.html



[image: ]【商標権】
製造業者などがわかるマーク
【特許権】
リチウムイオン電池に関する発明、インターフェース（ズーム・回転）に関する発明など





【意匠権】
電話機をスマートにした形状や模様、色彩に関するデザインなど

【意匠権】
電話機の構造に関する考案、ボタンの配置や構造など






図２　スマートフォンに関する産業財産権の例



　　　　　　　　　　　参考：特許庁　産業財産権について
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai01.html


問題　特許情報プラットフォームで「アイフォン」の商標を申請・登録をしている企業を調べなさい
J-PlatPat：https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

著作権
著作物とは、「思想または感情を創作的にしたもの」である。
言語（小説や脚本など）、音楽（作詞、作曲など）、舞踊（振付など）映画、美術（絵画、版画、彫刻）など、９種類の著作物としてまとめられ、その種類によって、保護の仕方が変わる。ほかに二次的著作物、データベースの著作物、編集著作物といったものもある。

・事例　映画の著作物
著作者、著作権の扱いはケースバイケースで、「著作物を創作する者」が著作者であるが、映画の著作物の場合は、権利関係が錯綜するのを防止する趣旨を含め、「全体的形成に創作的に寄与した者」つまり、監督等に限定して著作者人格権を与えている。ただし映画が、雇用主や業務委託者が創作した「職務著作」の場合、映画の製作会社やプロダクションなどの「映画製作者」（映画の著作物の製作に発意と責任を有する者）である法人格が著作者となる。
著作権は原則、著作者に帰属するが、映画の著作物では、「その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物に参加することを約束しているときは、当該映画製作者」に著作権が帰属する。例えば、監督等が映画の製作に参加しているという意思があるならば著作権は映画製作者に帰属し、著作権と著作者人格権は、法人格に帰属することになる。また、契約によって著作権は譲渡できるので、財産権の一部または全部を監督等に譲渡することもできる。著作権が映画製作者に帰属した場合でも、著作者人格権は監督等に残るが、映画の公表については同意したものとみなされ、公表権は発動しない。保護期間は著作者の死後ではなく、公表後７０年となる。
　なお、映画の著作物は、劇場で上映される一般的な映画だけでなく、「映画の効果に類似する視覚的又は聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む」と定義されており、例えば、テレビドラマ、コマーシャルフィルム、ビデオカメラで撮影された映像、ゲームソフトの映像部分なども含まれる。

・二次的著作物
著作物を「もと」にして創作された著作物のことで、「もと」になった著作物（原著作物）とは別に保護される。
例えば、シェイクスピアの戯曲を翻訳した日本語版の戯曲を使って上演する場合、シェイクスピアの著作権はないので許諾を得る必要はないが、戯曲を翻訳した人に権利が発生するので、その翻訳者に許諾を得る必要がある。　また、海外のSF小説を、翻訳、翻案した戯曲を使う場合、翻訳、翻案した人に許諾を得るだけではなく、現著作物の著作権が切れていない場合には著作権者にも許諾を得る必要がある。楽譜の編曲をした場合も同様に編曲者に権利が発生するが、創作性が認められる程度の編曲でなくては権利は発生しない。
・著作者の権利
著作者が持つ権利は、人格を守るための「著作者人格権」と、使用料を受け取って収入が得られるようにするための「著作権（財産権）」がある。（下表参照）
著作者人格権
	公表権
	著作者が著作物を公表するかどうか、公表する場合どのような方法で公表するかを決める権利

	氏名表示権
	著作者が自分の著作物にその氏名を表示するかどうか、表示する場合、本名にするか、ペンネームなどの変名にするか決める権利

	同一性保持権
	著作者が自分の著作物のタイトルや内容を、ほかの誰かに勝手に変えられない権利


(参考)みんなのための著作権教室　①著作権とはどんな権利？
http://kids.cric.or.jp/intro/01.html




著作権（財産権）
	複製権
	著作物を複製する権利

	上演権、演奏権
	演劇、音楽などを公に上演、演奏する権利

	上映権
	映画などを公に上映する権利

	公衆送信権
	著作物をテレビ放送したりネットなどに公開する権利

	口述権
	小説などを公に読み聞かせる権利

	展示権
	絵画や写真などを公に展示する権利

	頒布権
	映画の著作物を頒布する権利

	譲渡権・貸与権
	映画以外の著作物を譲渡、貸与する権利

	翻訳権・翻案権
	著作物を翻訳、編曲、変形、作り変える権利


著作隣接権
	実演家人格権
	氏名表示権
	著作者の権利と同様

	
	同一性保持権
	著作者の権利と同様

	著作隣接権
	許諾権
	録音権・録画権
	実演家が実演を録音・録画することを他人に許可する権利

	
	
	放送権・有線放送権
	実演を放送し、または有線放送する権利を他人に許可する権利

	
	
	送信可能化権
	実演家が自分の実演をレコード（CD等）制尺者がレコードをWebページなどを利用して、端末からのアクセスに応じ自動的に公衆に送信し得る状態に置く権利

	
	
	貸与権
	商業用レコード（市販用CD等）を貸与する権利（最初の販売後１年のみ）

	
	報酬請求権
	商業用レコード二次使用料を受ける権利
	商業用レコードが放送・有線放送で使用された場合の使用料を放送事業者・有線放送事業者から受ける権利

	
	
	貸与報酬を受ける権利
	貸レコード業者から報酬を受ける権利（貸与権消滅後６９年間）


※レコード制作者の権利として、許諾権に、複製権、送信可能化権、譲渡権、貸与権等があり、保護期間は７０年である。
※放送事業者の権利として、許諾権に、複製権、再放送権・有線放送権、送信可能化権、テレビ放送の公の伝達権があり、保護期間は５０年である。

■権利の侵害例
他人の著作物を複製したり、Ｗｅｂサイトなどで利用したりする場合には、原則として著作権者の許諾を得る必要があり、許諾なしに利用した場合には著作権侵害にあたる。

ＣＡＳＥ１：ベートーベンの曲が収録されている最近発番されたＣＤをコピーして配布
→著作隣接権（レコード製作者の権利の複製権）
ＣＡＳＥ２：テレビで放送された映画を録画して配布
　→複製権と頒布権　※著作隣接権（放送事業者の権利の複製権）の侵害でもある
ＣＡＳＥ３：公表されていて著作権の保護期間内にある他人が撮った写真をＷｅｂページに無断で掲載
　→複製権と公衆送信権　※許諾不要な素材集のサイトに置かれた写真なら問題ない

事例　Yahoo!ニュース　「漫画村」運営者に17億3600万円超の損害賠償支払い命令
https://news.yahoo.co.jp/articles/4494685cf19f117779d30c5bb7b5600d943a810f

■著作権が侵害された場合の対抗措置

「刑事」の対抗措置
・個人　１０年以下の懲役　又は　１０００万円以下の罰金　※あるいはその併科（懲役と罰金の両方）
・法人　３億円以下の罰金ルールに違反したことによる罰則

「民事」の対抗措置
①差し止め請求（第１１２条）漫画村の例はこれにあたり、被害を受けた出版社が、ルールを犯したユーザ側にではなく、サービスを提供したプラットフォーム側に、これだけ損害を受けたから、その分を支払ってくれと言っている。

②損害賠償請求（民法）
③不当利得返還請求（民法）
④名誉回復等措置請求（第１１５条等）

※警察等による取り締まりには、原則として権利者による「告訴」が必要　（親告罪）とされている。ただし、海賊版DVDを販売して利益を得ているような行為は、「告訴」がなくとも公訴を提起することができる（非親告罪）漫画村の場合、権利者から「告訴」があれば、警察が出てきて、かなりの数のユーザが罰せられる


※侵害コンテンツのダウンロード違法化（令和３年１月施行）
　違法にアップロードされた著作物（漫画・書籍・論文・コンピュータプログラムなど）を違法にアップロードされたものだと知りながらダウンロードすることは、私的使用目的であっても違法とされ、特に悪質な行為については、刑事罰（２年以下の懲役又は２００万円以下の罰金（親告罪））の対象になる。※改定前は音楽と映像のみ



■著作権の例外規定

　著作権の目的は「文化の発展に寄与」することであり、その権利が強すぎて、あれもこれも許諾を得ないとならないとなると、逆に文化が発展しなくなる。そこで、著作権などを制限して、条件を満たせば許諾を得ることなく利用できることを定めている。著作者の財産権が制限され、例外的に許諾を得ずに複製等ができる場合には著作隣接権も制限され、複製権が制限される場合に譲渡を伴うことが想定されるときは譲渡権も制限の対象となる。しかし「財産権」が制限されても「人格権」は制限されず、例えば、複製が制限されても改変や氏名表示の省略が許されるわけではない。また、著しく権利が侵害される場合は、例外規定は認められない。

・私的使用のための複製（第３０条）
　　個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること（以下「私的使用」という。）を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
　※例えば、親や兄弟のために、テレビ番組を録画することは認められる。
　　
・付随対象著作物の利用（第３０条の２）
　写真の撮影、録音、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為を行うに当たって、その対象とする事物又は音に付随して対象となる事物又は音に係る著作物は、当該付随対象著作物の利用により利益を得る目的の有無、当該付随対象事物等の当該複製伝達対象事物等からの分離の困難性の程度、当該作成伝達物において当該付随対象著作物が果たす役割その他の要素に照らし正当な範囲内において、当該複製伝達行為に伴って、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
　※例えば、写真を撮った時に、著作物が映り込んでいたとしても、その写真を利用することができる。

・検討の過程における利用（第３０条の３）
著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項、第六十八条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用することができる。
　※例えば、演劇の公演の準備をするときに、ＢＧＭを決めるために、練習段階で曲をコピーして、芝居にあてて検討する行為は認められる。（公演前にはＪＡＳＲＡＣなどの権利団体に使う曲を申請しなくてはならない）

・著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用（第３０条の４）
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
　※例えば、ＡＩに対して機械学習をするときに、インターネット上の著作物をコピーして読み込ませるという行為は、思想や感情の享受を受けていないので認められる。

・図書館等における複製等（第３１条）
国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるものを用いて著作物を複製することができる。

　　※例えば、市立図書館などで、図書館に設置されたコピー機で本をコピーすることは認められる。

・引用（第３２条）
　公表された著作物は、引用して利用することができる。
　※引用の要件
　　①すでに公表されている著作物であること
　　②公正な慣行に合致すること
　　　※自分の主張を補強するためなど、「引用」する必然性がある
　　③報道、批評、研究等のための正当な範囲内であること（著作権法３２条１項）
　　　※著作物が「主」で、引用される著作物が「従」でなくてはならない。
小説の１ページに自分のコメントを書いただけでは主従関係が逆転するので認められない
　　④出所の明示がなされていること（著作権法４８条１項１号）
　　　※例えば、書籍の場合は、書名、作品名、著作者名、出版社名、発行年など
映画の場合、題名、製作者名、監督名、実演家名など

・学校そのほかの教育機関における複製等（第３５条）
　
　※授業目的で教師や学習者がインターネット上の著作物をダウンロードして授業で配布することは認められる。ただし、問題集などの複製は、著しく著作権者の権利を害する行為なので認められない。また、公衆送信行為を行う場合は、教育機関の設置者はSARTRASに補償金を支払う必要がある。※2018年5月の法改正で遠隔合同授業以外でも公衆送信が許諾を得ることなくできるようになる。
（参考）文化庁　授業目的公衆送信保証金制度の概要
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/92728101_03.pdf

・視覚障害者等のための複製等（第３７条）
・聴覚障害者等のための複製等（第３７条の２）

　※例えば、小説を、「点字」によって複製すること、「点字データ」にして、インターネット等を通じて「蓄積」「送信可能化」「公衆送信」すること、「録音図書」を制作するインターネット送信、メール送信すること、「字幕」等の作成や自動公衆送信は認められる。

・営利を目的としない上演等（第３８条）

　※例えば、学校の学芸会、市民グループの発表会、公民館での上映会など、非営利、無料で出演者等に報酬が支払われないときに、音楽や映画等の著作物を無形的に利用する場合は認められる。無料で無報酬である必要がある。

※例外規定は第４７条まである。

参考　文化庁　著作者の権利の制限（許諾を得ずに利用できる場合）
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/93736501_11.pdf
問題　高校の文化祭で合唱の発表をする場合、歌詞や楽譜を生徒に配ることや、発表当日プログラムに歌詞を掲載すること、発表の様子を撮影して、動画投稿サイトに投稿することに、著作権法における留意することを述べよ。

解答例　文化祭は授業としてとらえることができ、授業における複製は認められているので、生徒への配布は許諾なくできる。ただし、当日観客に対して歌詞を配布することは、授業の範囲ではないので、許諾を得る必要がある。文化祭で合唱の発表（上演あるいは演奏）をすることは、無料無報酬であれば許諾はいらない。　動画投稿サイトにおいては、JASRACやJRC等の管理事業者がYoutube等の動画投稿サイトと包括利用許諾契約をしていれば許諾の必要はない。ただし、JASRAC等が管理しているのは、作詞者や作曲者の著作権であり、生徒や教員がピアノなどで曲を演奏して、生徒たちが合唱している様子を映像の場合は許諾はいらないが、CDの曲を使って合唱をしている場合は、著作隣接権の実演家やレコード製作者が持つ送信可能化権の侵害になる可能性があるので、アップロードした後にYoutubeからクレームのメールが届いた場合は内容をよく確認した方がよい。Youtubeのサイトにはフェアユースといった包括的な例外規定についての説明が述べられているが、それはアメリカの法の規定であり、日本の法では包括的な例外規定はなく※、具体的な例外規定が列挙されていて、それらに当てはまらなければ、許諾を受ける必要がある。
（参考）JASRAC　 YouTubeなどの動画投稿（共有）サービスでの音楽利用
https://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html

※「ラストメッセージin最終号事件（東京地裁平成7年12月18日判決・判時1567号126頁）」ではフェアユース（公正使用）にあたり著作権侵害にあたらないとする被告の主張が排斥された。

著作物の円滑な利用

　著作物を円滑に利用できるように、著作者が指定した条件を守れは、許諾なしに使ってもよいという意思を表示するためのマークがある。

・自由利用マーク
文化庁が定めたマークで、３種類ある
[image: ]
・コピーOK　営利非営利問わずだれでも利用　　プリントアウト・コピー・無料配布のみ　改変等はできない
・障害者OK　非営利目的で障害者のみ利用　　　あらゆる利用　　改変等ができる
・学校教育OK　非営利目的で学校の活動で利用　あらゆる利用　　改変等ができる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文化庁
自由利用マーク　https://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/

・クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
４つのマークを組み合わせて、６パターンの条件を提示するマーク

４つのマーク
表示　　非営利　　改変禁止　　継承
[image: C:\Users\teacher\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\by-large.png]　　[image: C:\Users\teacher\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\nc-jp-large.png]　　[image: C:\Users\teacher\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\nd-large.png]　　[image: C:\Users\teacher\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\sa-large.png]

６つのパターン
　　[image: C:\Users\teacher\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\by-sa.png]
[image: C:\Users\teacher\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\by-nd.png]　　[image: C:\Users\teacher\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\by-nc-nd.png]

[bookmark: _GoBack]たとえば、著作物に[image: C:\Users\teacher\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\by-nc-sa.png]がついていた場合は、クレジットを表示して、非営利で、このライセンスを引き続き表示すれば、改変してもよいことを意味する。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは
https://creativecommons.jp/licenses/
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